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🔶商工貯蓄共済のご案内🔶

～商工会は行きます、聞きます、提案します～

商工会お知らせ版

商工会関係行事
１日（金）岩船地区商工会青年部共催講習会

5日（火）年調減税事務講習会

5・6日（火・水）役員研修（国内班）

7日（木）インスタグラム活用セミナー1回目

9～13日（土～水）役員研修（海外班）

15日（金）（合併審議）臨時総会【公民館】

19日（火）インスタグラム活用セミナー2回目

20日（水）サービス部講演会・忘年会

26日（火）合併契約締結式【商工会2階】

国が認めた 安心できる 貯蓄、融資、生命保障をかねた制度です。

◎貯蓄に重点 《確実な自己資金の充実で安全経営に役立つ》

毎月の掛金は一口２,０００円で、大部分は積立定期として貯蓄されます。

◎生命保障は大きな安心 《集団扱いによる割安な共済料で保障が得られ、生活の安定に役立つ》

万一の生命事故に備えて安い共済料で大きな保障が受けられます。

◎人間ドック補助制度 《通常価格より5,500円安く受診できます（施設による）》

建築国保・社会保険被保険者は併用することによりさらに受診料負担を軽減できます。

◇◇ 荒川チャレンジ ◇◇
あらチャレ事業の一環で、荒川中学校ではフードロスを減

らすため「フードドライブ」によって集めたものを使って地

域の方に食品を提供しようと考えています。ぜひご協力を

お願いします。

○期 間：10月25日～11月5日（予定）

○食 料 品：生もの以外、消費期限に余裕があるもの

○設置場所：荒川商工会 玄関に回収BOXあり

※12月8日に行われる親子ふれあい

フェスタとふくちゃcafeさんにて提供予定です。

◇◇一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を◇◇

～ひとりでも、働く職場に労働保険。～

労働者（パート、アルバイト等含む）を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなけ

ればなりません。労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業

主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも

欠くことのできない制度です。なお、当会では労働保険事務委託をすることもできます。事務委託

をすることで事業所の事務手続きが軽くなるだけでなく、労災保険に加入できない事業者や家族従

事者も労災保険に特別加入することができます。お気軽にご相談ください。

   会員の皆様におかれましては、常日頃から各種商工会事業に対し多大なるご支援ご協力を賜り、

衷心より厚く御礼申し上げます。

   さて臨時総会開催につきまして、10月10日付で皆様にご案内を申上げたところでございます。

加えまして、このたび「臨時総会資料」として会報に添付させて頂きました。これは、この総会で上程

ご審議頂きます内容の詳細につき、会員の皆様各位にお示しし周知頂くものであり、本件につきま

しては、10月22日に開催致しました第4回理事会において審議し承認を得た内容であるとともに、

当総会議決が、合併契約を経て来年4月1日の「荒川神林商工会」の発足に向ける形となります。

    商工会合併の目的は、令和元年に「県行財政改革行動計画」で示された補助金削減要請に基

づき、同時に組織基盤及び財政基盤の維持強化を図っていくものであり、合併による特例制度の適

用を加味しながら、合併によるスケールメリットを生かし、会員サービスの維持向上を図っていくもの

であります。しかしながら、制度等「２者整合」を図る必要性から、現商工会制度の「規約の変更」が

生ずることから、会報の１０月号折込書面にて商工会費の改定案内を申し上げ、皆様のご意見を伺

ったもので、誠に恐縮ながら、会費の見直しは約３０年ぶりであることを再述致す次第であります。

   今般、総会資料を会員の皆様に配布しご高覧頂き、11月15日の臨時総会における議案審議が

円滑に運ばれることを切に念じ、そして、「荒川神林商工会になって良かった」と言われるよう精一杯

努めて参る所存であります。皆様におかれましては、引き続きご協力ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。

荒川神林商工会合併推進協議会長  荒川商工会長  山田 俊治郎

商工会合併に関わる『臨時総会』を開催致します

令和6年分決算等説明会の開催のお知らせ
村上税務署では、具体的な決算の仕方や青色申告決算書及び収支内訳書の作成に当たっての注

意点及び消費税インボイス制度の概要などについて、下記のとおり説明会を開催いたします。

なお、説明会で使用する資料は、説明会当日に会場で配布します。

記

1 青色申告者の方

○村上市生涯学習推進センター（2階大会議室）12月12日（木）

午前10時～ 営業所得者（定員20名）

午後1時30分～ 農業所得者（定員20名）

2 白色申告者の方

○村上市生涯学習推進センター（2階大会議室）12月13日（金）

午前10時～ 営業所得者（定員20名）

3 消費税課税事業者等の方（インボイス制度登録申請者を含む）

○村上市生涯学習推進センター（2階大会議室）12月13日（金）

午後1時30分～ 消費税課税事業者等（定員20名）

4 お問合せ先

○村上税務署 個人課税部門 電話：0254-53-3143

5 その他

○各回それぞれ定員が20名で事前予約制となっていますので、開催日の1週間前まで

にお電話でお申込み下さい。

フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されました！

『フリーランス・事業者間取引適正化等法』が2024年11月1日にスタート！

法律の目的： この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と

②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。

●発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の

情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。


